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地震発生時の生徒の安全確保について（お知らせ）  
 

 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。ま

た、日ごろから本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。  

 さて、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を受けて、川崎市立学校におけ

る地震発生時の臨時休業と生徒の下校について、川崎市教育委員会では次のとおり定め

ていますのでお知らせします。  

 

（１）臨時休業について  

 川崎市内のいずれかの地域（麻生区とは限りません）に、震度５強以上の地震が発生

した場合は、すべての川崎市立学校において、発生した日の翌日を一斉に臨時休業にし

ます。地震発生時刻が始業時刻（８時２５分）前の場合は、発生した当日と翌日を臨時

休業にします。  

 また、発生した日が休日や休前日（たとえば金曜日）の場合は、休日の部活動は停止、

休日明けの最初の平日（たとえば月曜日）を臨時休業にします。休日明けの最初の平日

が課業日でないとき（夏季休業中など）は、部活動をはじめとするすべての活動を中止

とします。  

 この場合、可能であれば情報配信システムでお知らせしますが、状況によって

お知らせできない場合がありますので、ご家庭で判断してください。  

 なお、施設設備や地域における被災状況を踏まえて、生徒の安全確保を図るた

めに、校長の判断で引き続き臨時休業や登校時刻を変更する場合があります。  

 

（２）生徒の下校について  

 授業や部活動など学校での教育活動中に、川崎市内のいずれかの地域（麻生区とは限

りません）に、震度５強以上の地震が発生した場合は、直後の余震がおさまり、安全確

認ができしだい、生徒は下校することが原則となります。本校では地域の状況などをふ

まえて、生徒の安全確保のためにさらに次のような措置をとりますので、ご理解とご協

力をお願いいたします。  

 ①地震の状況や学校周辺の被災状況等の把握ができるまでは、学校内の安全な場所に

生徒を避難・待機させます。  

 ②学校周辺や通学路の安全が確認された時点で、下校訓練で確認している地区ごとの

グルーブに分け、各地区まで教員が引率して下校させます。なお、下校方法について

ご要望がある場合は、１年生は所定の用紙でお知らせください。２，３年生は入学時

に提出していただいた内容に変更がある場合は学級担任へご相談ください。  

 ③支援級の生徒は担任と確認した内容で対応いたします。  

 ※ホームページにも掲載します。  
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